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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第44期

会計期間

自平成20年
５月21日
至平成20年
８月20日

自平成19年
５月21日
至平成20年
５月20日

売上高（千円） 1,330,896 7,161,622

経常損失（△）（千円） △629,253 △2,421,183

四半期（当期）純損失（△）（千円） △287,778 △4,834,343

純資産額（千円） △1,012,520 △1,051,899

総資産額（千円） 3,742,216 5,258,848

１株当たり純資産額（円） △26.03 △27.04

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）（円）
△7.40 △156.08

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） △27.1 △20.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△711,718 △618,181

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,534,889 1,065,155

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△844,294 △1,599,180

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
241,604 262,910

従業員数（人） 319 365

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり

四半期（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社日本エル・シー・エー）、子会社８社及び関連会社３

社で構成されており、企業経営全般及び各種事業部門に対するコンサルティングサービスの提供及び自動車関連事業

を中心とした実業を展開しております。

  当第１四半期連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとお

りであります。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントを従来の特化業界別である「外食業界関連事業」

「自動車業界関連事業」「医療・介護業界関連事業」「住宅・建設・不動産業界関連事業」「その他業界関連事

業」から、「マネジメントコンサルティング事業」「ビジネスパッケージ提供事業」「海外戦略事業」へ変更してお

ります。

＜マネジメントコンサルティング事業＞

　平成20年５月27日付で、当社子会社である株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの全保有株式を譲渡いたしました。

これに伴い、同社が展開するリサーチ業務及び外食業界を中心とした経営コンサルティングに関する事業について、

大幅な縮小を行っております。

＜ビジネスパッケージ提供事業＞

　平成20年７月31日付で、当社子会社である株式会社エル・シー・エーコミュニケーションズの事業の一部を譲渡い

たしました。これに伴い、同社の展開するテレマーケティングを中心とした販促支援事業から撤退しております。

＜海外戦略事業＞

　主要な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。　

　

当社及び当社の関係会社の事業区分と事業内容は次のとおりであります。

（注）表中の㈱ＬＣＡ－Ｊは、株式会社日本エル・シー・エーを表します。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社のうち、株式会社リンク・ポットは、兼任役員の退任及び

議決権所有割合の低下により関連会社に該当しなくなったため、持分法適用範囲から除外しております。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年８月20日現在

従業員数（人） 319 (38)

　（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

　２．当第１四半期連結会計期間中において従業員数が46名減少しておりますが、その主な要因は前連結会計年度

末における提出会社の外食関連事業部門の会社分割に伴う異動によるものであります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年８月20日現在

従業員数（人） 152 (1)

　（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向を含む。）であり、臨時雇用者

数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

 ２．当第１四半期会計期間中において従業員数が40名減少しておりますが、その主な要因は前事業年度末におけ

る外食関連事業部門の会社分割に伴う異動によるものであります。
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第２【事業の状況】

１【受注及び販売の状況】

(1）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間（千円）

（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

マネジメントコンサルティング事業 207,651

ビジネスパッケージ提供事業 1,106,876

海外戦略事業 31,401

合計 1,345,929

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

(2）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間（千円）

（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

マネジメントコンサルティング事業 205,613

ビジネスパッケージ提供事業 1,080,230

海外戦略事業 45,052

合計 1,330,896

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況　

当社グループは、当連結会計年度を「新たな創業の年」と位置づけ、平成20年８月11日開催の定時株主総会で

の承認にて、正式に堀裕介（32歳）を代表取締役社長に据え、取締役陣の若返りを図り、新たなマネジメント体制

を構築する中で、当社グループの早期復活に向けての改革を強固に進めております。

前連結会計年度の業績不振により、シンジケートローンの完済と債務超過の解消を実現することが最重要課題

となったことを受け、当第１四半期も資本増強のための活動を全社的な最優先テーマとして取組んでまいりまし

た。その結果、現在複数のファイナンス案件を抱えながら課題解決に向け前向きな検討が進められる状況になっ

ております。

また、上記最重要テーマを進める一方で、営業活動の面におきましては、新体制の下、以下の３点を重点事項と

して掲げて取組んでおります。

① 徹底した経費削減

② コア事業分野の再構築

③ キーテクノロジー「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」を戦略商品とした海外戦略

これにより、当初の計画どおりの業績で推移しております。

特別損益につきましては、関係会社株式売却益1,249百万円等で1,285百万円の特別利益を計上する一方、当社保

有の上場株式を売却した際に発生した投資有価証券売却損407百万円、期末に保有しております上場株式の株価

下落による投資有価証券評価損436百万円等、当社グループでコントロールできない株価の影響等により1,163百

万円の特別損失を計上することになりました。

以上の結果、売上高は1,330百万円、営業損失は568百万円、経常損失は629百万円、四半期純損失は287百万円とな

りました。　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

① マネジメントコンサルティング事業

「マネジメントコンサルティング事業」は、当社グループの安定的な収益事業基盤となっており、経営戦略の

立案や営業研修、人事評価制度構築等の多角的なコンサルティング支援を行っております。また、様々な新規事業

開発のヒントはいずれもこの「マネジメントコンサルティング事業」から生み出されており、まさしく当社グ

ループの基幹事業となっております。

当第１四半期連結会計期間においては、新マネジメント体制を構築するなかで、外部環境の変化に早急に対応

すべく、組織のセグメンテーションをより細分化し、ニーズにあったマーケティングを展開できる組織へと編成

してまいりました。住宅業界向けでは、特にサブプライムローン問題の影響を大きく受け、市場全体が冷え込む厳

しい環境の中においても、これまでのコンサルティング実績をもとにニーズを的確にとらえ、さらなる商品力強

化を行うことにより、計画以上の受注を実現できました。自動車業界向けでは、自動車関連のグループ会社が保有

する実業で得たノウハウとのシナジー効果をこれまで以上に発揮することで、大手企業向けにも継続的な支援が

進められております。さらに、教育・研修関連においては、商品のパッケージ化を進めることで、引続きより安価

に生産性高く一定品質のサービス提供ができる体制が整っております。

外食部門の分社化による間接コストの負担増の影響により、当初から赤字計画ではありましたが、計画の範囲

内で推移しております。以上の結果、売上高205百万円、営業損失125百万円となりました。

② ビジネスパッケージ提供事業

「ビジネスパッケージ提供事業」は、マネジメントコンサルティング事業の分野をさらに絞込み、特定業界や

特定事業者に収益事業を提供する形態であります。国内市場の多くが成熟産業化しているなか、現状打破へのソ

リューションとしてフランチャイズ（以下、「ＦＣ」）事業等のビジネス・パッケージを提供しております。現

在、当社グループにおけるビジネスパッケージ提供事業は、ノウハウを集約し、効率的に展開することを企図して

自動車業界に限定して展開しております。具体的には、車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広場カーリンク」（以下、

「カーリンク事業」）、鈑金・塗装のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」、軽補修、鈑金塗装を

手掛ける「ＵＦ事業」があります。

当第１四半期連結会計期間においては、業績達成のキーポイントになる「カーリンク事業」では、平成20年３

月には89％の店舗が黒字を達成するなど事業モデルの完成度が高まり、国内有数のＦＣ加盟開発営業実績を持つ

企業に業務委託を行うことで営業力の底上げを図りながら取組んできた結果、当第１四半期連結会計期間におい

て18件の加盟獲得が実現されました。引続き加盟獲得のペースが確実に上がってくることが予想できる環境にあ

り、ロイヤリティーの安定的なストック収入を増やしていきたいと考えております。

鈑金・塗装のインターネットオークション事業「ｆａｂｒｉｃａ」については、「カーリンク事業」同様にＦ

Ｃ加盟開発の業務委託により全国展開を本格化し、引続きビジネスモデルのブラッシュアップを進めておりま
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す。

水性塗料による軽補修、鈑金塗装のノウハウと機材を提供する「ＵＦ事業」は、自動車メーカーの生産ライン

の水性化と環境対応に関する意識レベルの高まりにより、水性塗料用の技術と機材設備の優位性が自動車鈑金塗

装の業界内で評価され、そこに販売網を保有する自動車部品商を中心に広く認知されております。自社における

水性塗料の普及とブランディングを目的とした活動の他に、販売代理店契約を締結した自動車部品商における販

売活動も展開され始めておりますが、塗装工場への導入を促進している段階であり、業績への貢献は第２四半期

以降になる見通しです。

以上の結果、売上高1,080百万円、営業損失416百万円となりました。

③ 海外戦略事業

 「海外戦略事業」では、従前より中国、韓国に進出する日本企業をサポートすることを主として展開しており

ましたが、今期より、中国、韓国など急速な成長を遂げている現地大手企業に対しても、知的ワーカーの生産性向

上ノウハウのニーズが高まりをみせていることから、「知的生産性向上システムＤＩＰＳ」の浸透を図るべく本

格的な行動を実施して、受注実績をあげられるようになりました。

以上の結果、当初見込まれていた損失の範囲内に収まる、売上高45百万円、営業損失26百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は、711百万円の使用となりました。

　これは、税金等調整前四半期純損失507百万円に対して、投資有価証券売却損403百万円、投資有価証券評価損436

百万円の計上及び売上債権の減少402百万円等による資金の増加がありましたが、関係会社株式売却益1,249百万

円の計上等があったことによります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は、1,534百万円の獲得となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入271百万円、関係会社株式の売却による収入1,191百万円等があった

ことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は、844百万円の使用となりました。

　これは主に、短期借入金の純減少330百万円、長期借入金の返済による支出513百万円等があったことによるもの

であります。

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　    当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

平成20年11月の本社移転計画及び事業所の縮小により旧本社（京都市中京区）及び東京支店の設備・備品等の

除却を予定しております。上記の除却予定金額は引当金に計上されております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）

（平成20年８月20日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年10月６日）

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 38,897,920 43,878,220　 ㈱東京証券取引所市場第二部 －

計 38,897,920 43,878,220　 － －

 （注）１．平成20年８月20日時点の発行済株式のうち3,428,000株は、現物出資（短期貸付金債権1,000,976千円）による

ものであります。

       ２．平成20年８月29日付第三者割当増資により、4,980,300株の現物出資（短期貸付金債権253,995千円）を受けた

ため、本四半期報告書提出日現在では発行済株式のうち8,408,300株が、現物出資（短期貸付金債権1,254,971千

円）によるものとなります。

３．「提出日現在発行数」には、平成20年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。

  平成16年８月19日開催の第40期定時株主総会特別決議

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月20日）

新株予約権の数（個） 4,690

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）
469,000　　

（注）１.

新株予約権の行使時の払込金額
株式１株当たり 577円

（注）２.

新株予約権の行使期間
平成16年10月20日から

平成20年10月19日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　　577円

資本組入額　　289円

（注）３．

新株予約権の行使の条件 （注）４．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５．

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は100株であります。なお、当社が株式分割または株式併合を行う

場合、次の算式により目的たる株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当

該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満

の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
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２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生のときをもって次の算

式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使の場合を含まない）または自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとし

ます。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する

自己株式数」に読み替えるものとします。

３．発行価格が調整された場合の資本組入額は、調整後の発行価格の２分の１とし、計算の結果１円未満の端数

を生ずるときは、その端数を切り上げた額とします。

        ４．①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社及び当社

子会社の取締役、当社監査役、執行役員、従業員及び顧問の地位にあることを要するものとします。

　ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではないもの

とします。

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとします。

③新株予約権者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができないものとします。 

④その他の条件については、平成16年８月19日開催の当社定時株主総会及び平成16年10月８日開催の当社

取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、執行役員、従業員及び顧問との間で締結した「新株

予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 

        ５．新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとします。ただし、本件新株予約権がストック

            オプションを目的として発行されるものであること、並びに、新株予約権者が新株予約権の行使時の非課

            税処置の適用を受けるために必要なことに鑑み、「新株予約権割当契約」において、譲渡できないことを

            規定するものとします。

        ６．平成18年５月19日付で3,428,000株、平成19年５月１日付で7,000,000株、平成19年11月30日付で166,600株、平成

20年２月25日付で10,205,000株の、第三者割当の方法による普通株式の発行を行ったため、新株予約権の行使

時の払込金額は、577円（当初625円）に調整されております。

 　　②会社法の規定に基づく新株予約権付社債に関する事項は、次のとおりであります。

 平成18年12月８日開催取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月20日）

新株予約権付社債の残高（千円） 350,400

新株予約権の数（個） 12

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注１）
2,547,900
（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円）  （注２）
株式１株当たり137.5円

（注）２．

新株予約権の行使期間
自　平成18年12月26日

至　平成22年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　    137.5円
資本組入額      　 69円

（注）３．
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年８月20日）

新株予約権の行使の条件 一部行使不可

新株予約権の譲渡に関する事項 ―

代用払込みに関する事項

本社債権者が本新株予約権を行使したときは、当該新株予

約権に係る本社債の全額の償還に代えて当該新株予約権の

行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったもの

とみなす。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

　（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権付社債の残高を株式の転換価額で除した数であります。

　　　　２．新株予約権の行使時の払込金額（以下「転換価額」という。）は、平成19年５月１日付で7,000,000株、平成19年11

月30日付で166,600株、平成20年２月25日付で10,205,000株の第三者割当増資による普通株式の発行を行った

ことに伴う調整により、137.5円（当初292円）とし、以後以下のように修正する。

①　転換価額の修正

　 平成20年１月４日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）の前日まで

（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の平均値の95％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な転換価額を１円以

上上回る場合または下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。ただ

し、かかる修正後の転換価額が412.5円（以下「上限転換価額」という。）を上回ることとなる場合には、

転換価額は上限転換価額とし、かかる修正後の転換価額が137.5円（以下「下限転換価額」という。）を下

回ることとなる場合には、転換価額は下限転換価額とする。上限転換価額及び下限転換価額は、下記②の

規定を準用して調整されるものとする。また、上記３連続取引日の間に下記②に基づく調整の原因となる

事由が発生した場合には、当該３連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。

②　転換価額の調整

当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記③に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生

じる場合、または変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「転換価額調整式」とい

う。）をもって転換価額を調整する。

　 　 　 　 既発行

株式数
＋

新 発 行・

処分株式数
×

１株当たりの

払 込 金 額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

③  転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定

めるところによる。

ａ  下記⑤ｂに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、または当社の保有

する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（ただし、新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得、その

他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分

割、株式交換または合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

 調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする。）以降、またはかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ｂ  株式の分割により普通株式を発行する場合

　　 調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ｃ  下記⑤ｂに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式または下記⑤ｂに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行または付与する場合

　  調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権または新株予約権の全部が当初の条

件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約

権の場合は割当日）以降または（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。ただし、株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

　　 ｄ  当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。)の取得と引換えに下記⑤ｂに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

     調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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ｅ  本項ａ乃至ｃの場合において基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取

締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項ａ乃至ｃにかかわらず、調整後の転

換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日か

ら当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方

法により、当社の普通株式を交付する。

株式数 ＝

調 整 前

転換価額
－
調 整 後

転換価額
 ×

調整前転換価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後転換価額

           　この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

④　転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる

場合には、転換価額の調整は行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価

額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差

し引いた額を使用する。

⑤　ａ  転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

ｂ　転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値の

ない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を四捨五入する。

ｃ　転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の１ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社の普通株式を

控除した数とする。また、上記③ｅの場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基

準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

⑥　上記③の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議のう

え、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

ａ　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換または合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

ｂ　その他当社の普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必

要とするとき。

ｃ　転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑦　上記③の規定にかかわらず、上記③に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が上記①に基づく転換

価額の修正日と一致する場合には、上記③に基づく転換価額の調整は行わないものとする。ただし、この

場合も、上限転換価額及び下限転換価額については、かかる調整を行うものとする。

⑧　①乃至⑦により転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本社

債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用

開始日その他必要な事項を通知する。ただし、上記③ｅに定める場合その他適用開始日の前日までに上記

通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、上記⑦の規定が適用さ

れる場合には、かかる通知は上限転換価額及び下限転換価額の調整についてのみ行う。

　　　３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに

従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果、１円未満の端数を生ずる場合は、

その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。

（３）【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成20年８月11日　

（注）１．　
－ 38,897,920 － 3,299,944 △2,604,551 －

（注）１．平成20年８月11日開催の定時株主総会決議に基づき、資本準備金を2,604,551千円減少し、欠損てん補してお

ります。

　２．平成20年８月29日を振込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が4,980,300株、資本金が129,487千

円、資本準備金が124,507千円増加しております。

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１期四半期会計間において、大株主の異動は把握できておりま

せん。

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成20年５月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年８月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　

議決権制限株式（自己株式等） － － 　

議決権制限株式（その他） － － 　

完全議決権株式（自己株式等）
　(自己保有株式)

普通株式　　　　800
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 38,896,000 388,960 同上

単元未満株式 普通株式　　　1,120 － 同上

発行済株式総数 38,897,920 － －

総株主の議決権 － 388,960 －

　（注）「完全議決権株式(その他）」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,508,200株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15,082個が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年８月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社日本エル・

シー・エー 

京都市中京区烏丸通錦小

路下ル笋町691番地
800 － 800 0.00

計 － 800 － 800 0.00
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
６月

７月 ８月

最高（円） 105 109 58

最低（円） 89 47 20

　（注）　最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日において、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年５月21日から平

成20年８月20日まで）に係る四半期連結財務諸表について、アクティブ監査法人による四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 380,796 402,071

売掛金 1,091,368 1,717,185

商品 214,022 137,935

貯蔵品 4,714 3,037

その他のたな卸資産 367,428 233,555

その他 240,636 313,900

貸倒引当金 △302,385 △319,337

流動資産合計 1,996,581 2,488,348

固定資産

有形固定資産 ※1
 226,727

※1
 150,672

無形固定資産

のれん 416,511 467,218

その他 100,290 82,058

無形固定資産合計 516,801 549,276

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 451,988

※2
 1,339,039

長期貸付金 1,459,315 1,495,049

その他 1,085,467 1,034,642

貸倒引当金 △1,994,665 △1,798,181

投資その他の資産合計 1,002,106 2,070,550

固定資産合計 1,745,634 2,770,499

資産合計 3,742,216 5,258,848

負債の部

流動負債

買掛金 194,923 151,180

短期借入金 533,447 837,584

1年内返済予定の長期借入金 604,637 1,075,518

未払金 978,303 1,127,708

未払法人税等 50,520 40,602

前受金 708,159 852,344

債務保証損失引当金 161,321 219,186

その他の引当金 54,900 30,000

その他 525,716 1,030,113

流動負債合計 3,811,930 5,364,238

固定負債

社債 351,900 351,900

長期借入金 104,678 147,370

退職給付引当金 35,979 56,839

役員退職慰労引当金 284,770 279,388

偶発損失引当金 65,000 65,000

その他の引当金 12,394 15,039

その他 88,085 30,971

固定負債合計 942,806 946,508

負債合計 4,754,737 6,310,747
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,299,944 3,299,944

資本剰余金 － 2,604,551

利益剰余金 △4,311,604 △6,625,710

自己株式 △938 △934

株主資本合計 △1,012,599 △722,148

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 78 △329,750

評価・換算差額等合計 78 △329,750

純資産合計 △1,012,520 △1,051,899

負債純資産合計 3,742,216 5,258,848
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年５月21日
　至　平成20年８月20日)

売上高 1,330,896

売上原価 1,068,403

売上総利益 262,493

販売費及び一般管理費 ※
 830,753

営業損失（△） △568,259

営業外収益

受取利息及び配当金 1,342

その他 3,006

営業外収益合計 4,349

営業外費用

支払利息 35,780

持分法による投資損失 3,153

シンジケートローン手数料 16,086

その他 10,321

営業外費用合計 65,342

経常損失（△） △629,253

特別利益

貸倒引当金戻入額 19,626

関係会社株式売却益 1,249,000

その他 16,512

特別利益合計 1,285,139

特別損失

投資有価証券評価損 436,577

投資有価証券売却損 407,276

貸倒引当金繰入額 239,317

その他 80,299

特別損失合計 1,163,470

税金等調整前四半期純損失（△） △507,584

法人税、住民税及び事業税 5,632

法人税等調整額 △225,438

法人税等合計 △219,806

四半期純損失（△） △287,778
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年５月21日
　至　平成20年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △507,584

減価償却費 93,760

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,382

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,860

貸倒引当金の増減額（△は減少） 197,905

受取利息及び受取配当金 △1,342

支払利息 35,780

投資有価証券売却損益（△は益） 403,640

投資有価証券評価損益（△は益） 436,577

関係会社株式売却損益（△は益） △1,249,000

売上債権の増減額（△は増加） 402,754

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,105

仕入債務の増減額（△は減少） 43,742

未払金の増減額（△は減少） △125,829

その他 △353,089

小計 △681,269

利息及び配当金の受取額 2,545

利息の支払額 △31,999

法人税等の支払額 △995

営業活動によるキャッシュ・フロー △711,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 271,600

関係会社株式の売却による収入 1,191,000

貸付金の回収による収入 119,635

その他 △47,346

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,534,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △330,716

長期借入金の返済による支出 △513,572

自己株式の取得による支出 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △844,294

現金及び現金同等物に係る換算差額 △183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,306

現金及び現金同等物の期首残高 262,910

現金及び現金同等物の四半期末残高 241,604
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

　当社グループは、引続き厳しい経営環境のなかで、財務体

質改善に向けて各種財務戦略を実行しつつ、収益性の向上

とキャッシュ・フローの改善にグループの総力をあげて取

組んでおりますが、当第１四半期連結会計期間において、

287百万円の四半期純損失を計上する状況であり、前連結会

計年度に引続き1,012百万円の債務超過となっております。

　また、営業キャッシュ・フローについても前連結会計年度

618百万円、当第１四半期連結会計期間711百万円とそれぞ

れマイナスとなっております。加えて、前連結会計年度末に

引続き、シンジケートローン契約（平成20年８月20日現在

実行額488百万円）の財務制限条項に抵触している状況が

継続しております。

　当該状況により、引続き継続企業の前提に関する重要な疑

義が生じております。

　これらの状況を解消するため、当社グループは、現物出資

（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行

（第三者割当増資）253百万円を実現致しましたが、引続き

さらなる資本増強等を実現することで、早い段階で債務超

過を解消することに注力をしております。さらに、経営陣を

刷新してマネジメント体制の抜本的な革新を進めながら、

平成20年7月に策定した経営計画に基づき、事業の統廃合や

徹底したコストダウンをベースに、コンサルティング事業

の安定収益化、さらには、車の販売・買取ＦＣ事業「愛車広

場カーリンク」の確実な成長を実現することで営業キャッ

シュ・フローの改善を進めております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映してお

りません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

１．持分法の適用に関する事

項の変更

(1)持分法適用関連会社

①持分法適用会社関連会社の変更　

当第１四半期連結会計期間より、持分法

適用関連会社のうち、㈱リンク・ポットは、

兼任役員の退任及び議決権所有割合の低下

により関連会社に該当しなくなったため、

持分法適用範囲から除外しております。

 ②変更後の持分法適用関連会社の数

　３社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

　たな卸資産については、従来、主として総平

均法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算出しております。

　なお、これに伴い営業損失、経常損失及び税

金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微

であります。 

(2)リース取引に関する会計基準等の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会  会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結

会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

なお、これに伴い営業損失、経常損失及び税

金等調整前四半期純損失に与える影響はあり

ません。　
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　一般債権の貸倒見積高の算定方法につき

ましては、当第１四半期連結会計期間末の

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度決算において算定した

貸倒実績率等を使用して算定する方法に

よっております。

２．たな卸資産の評価方法　 　四半期連結会計期間末における棚卸高の

算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会

計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理

的な方法により算定する方法によっており

ます。

３．固定資産の減価償却費の

算出方法

　減価償却の方法として定率法を採用して

いる固定資産につきましては、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算

出する方法によっております。

４．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　法人税等の納付税額の算定につきまして

は、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定して算定する方法によっ

ております。　

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に一時差異等

の発生・解消状況に一部変化は認められる

ものの、その影響が限定的であるため、前連

結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方

法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月20日）

前連結会計年度末
（平成20年５月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、297,523千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、310,893千円であ

ります。

※２　担保資産

　担保に供されている資産で、事業の運営において重要

なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著

しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

　投資有価証券 115,440千円

※２　担保資産

　投資有価証券 666,900千円

３　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの債務に対

し、次のとおり債務保証を行っております。

３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの債務に対し、

次のとおり債務保証を行っております。

　(1）借入金に対する債務保証

㈱イデア・プラス 195,000千円

㈱ケア・リンク 50,000

計 245,000

(2）リース債務に対する債務保証

㈱イデア・プラス 3,408

㈱ケア・リンク 1,380,691

その他 1,573

計 1,385,672

(1）借入金に対する債務保証

㈱イデア・プラス（旧㈱イデア

・リンク）

251,300千円

㈱ケア・リンク 60,000

計 311,300

(2）リース債務に対する債務保証

㈱イデア・プラス（旧㈱イデア

・リンク）

5,146

㈱ケア・リンク 1,431,544

その他 1,859

計 1,438,551

４　財務制限条項

当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、財務制限

条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を締結

しており、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の

多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ち

に借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義務を

負うことになっております。

(1)　　　　　　　　──────

４　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、財務制限

条項付特定融資枠契約（シンジケート・ローン）を締結

しており、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、シンジケート団の

多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ち

に借入金の全額並びに利息及び精算金等を支払う義務を

負うことになっております。

(1)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年2月3日付シンジケート・ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当連結会計年度末残高　　300百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成15年5月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持す

ること、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常

損益について2期連続して損失を計上しないこと。

 

EDINET提出書類

株式会社日本エル・シー・エー(E05141)

四半期報告書

23/30



当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月20日）

前連結会計年度末
（平成20年５月20日）

　(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年1月24日付シンジケート・ローン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　　　　2,150百万円

 ②　当四半期連結会計期間末残高　　289百万円

 ③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成16年5月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持す

ること、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常

損益について2期連続して損失を計上しないこと。

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年1月24日付シンジケート・ローン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　2,150百万円

 ②　当連結会計年度末残高　　399百万円

 ③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連

結・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成16年5月

決算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持す

ること、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常

損益について2期連続して損失を計上しないこと。

　 (3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年1月25日付シンジケート・ローン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　　　　1,000百万円

 ②　当四半期連結会計期間末残高　　199百万円 

 ③　財務制限条項

各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連結

・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成17年5月決

算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。

(3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年1月25日付シンジケート・ローン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

 ②　当連結会計年度末残高　　275百万円 

 ③　財務制限条項

各決算期末日及び中間決算の日において貸借対照表(連結

・単体ベースの両方)の資本の部の金額を平成17年5月決

算期末日における資本の部の金額の75％以上に維持する

こと、及び損益計算書(連結・単体ベースの両方)の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。

（四半期連結損益計算書関係）

当第　四半期連結累計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

　広告宣伝費及び販売促進費 41,254千円

　役員報酬 37,034　

　従業員給与 285,173　

地代家賃 69,459　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額のとの関係

　（平成20年８月20日現在）

　現金及び預金勘定 380,796千円

　預入期間が３か月を超える定期預金 △139,192　

現金及び現金同等物 241,604　
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月20日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年５月21日　至　

平成20年８月20日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　38,897,920株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　899株

３．新株予約権等に関する事項

（１）平成18年新株予約権に関する事項 　 　

　新株予約権の目的となる株式の種類　 普通株式　 　

　新株予約権の目的となる株式の数 2,547千株　

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 －千円（親会社　－円、連結子会社　－円）

（２）ストックオプションとしての新株予約権 　　

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 －千円（親会社　－円、連結子会社　－円）

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　５．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月21日　至平成20年８月20日）

　

マネジメントコ
ンサルティング

事業
（千円）

ビジネスパッ
ケージ提供事業
（千円）

海外戦略事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結(千円)

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
205,613 1,080,230 45,052 1,330,896 － 1,330,896

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 400 － 400 (400) －

計 205,613 1,080,630 45,052 1,331,296 (400) 1,330,896

営業損失 125,130 416,426 26,701 568,259 － 568,259

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）マネジメントコンサルティング事業 …　企業経営全般及び各種事業部門の生産性向上支援事業

(2）ビジネスパッケージ提供事業 …　ＦＣビジネスとしての業態開発・展開及びＦＣ本部並びに店

舗運営等関連事業

(3）海外戦略事業 …　上記２事業の中国・韓国等への海外展開

３．事業別セグメント区分の変更

  当第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントを従来の特化業界別である「外食業界関連事

業」「自動車業界関連事業」「医療・介護業界関連事業」「住宅・建設・不動産業界関連事業」「その他

業界関連事業」から、「マネジメントコンサルティング事業」「ビジネスパッケージ提供事業」「海外戦

略事業」へ変更しております。

　この変更は、事業の統廃合を進めてゆくという方針のもとで、外食業界を相手先として特化していた　㈱Ｍ

Ｓ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの全株式を譲渡し、その結果、従来の特化業界別の区分では、自動車業界向けへ

の売上が当社グループ売上の大部分を占める結果となってしまい、セグメントに区分する意義が希薄と

なったことを受けてのものであります。今後は、当社グループの事業内容をより明確に表示するため、事業

種類ごとに区分する方法に変更することといたしました。このような特化業界別（売上相手先別）の区分

から、事業種類別の区分への変更であるため、変更に伴う影響額の把握は、困難であります。

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月21日　至平成20年８月20日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月21日　至平成20年８月20日）

　連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月20日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められます。

　 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 121,346 121,478 132

合計 121,346 121,478 132

（注）　当第１四半期連結会計期間において、436,577千円減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末に

おける時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、合理的な反証がない限り、回復見込みのない著しい下落

とみなし減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月20日）

前連結会計年度末
（平成20年５月20日）

１株当たり純資産額 △26円03銭 １株当たり純資産額 △27円04銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △7円40銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

１株当たり四半期純損失金額  

四半期純損失（△）（千円） △287,778

普通株主に帰属しない金額（千円） 　－

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △287,778

期中平均株式数（株） 38,897,036

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年５月21日
至　平成20年８月20日）

　当社は、平成20年８月12日及び13日付の取締役会において、現物

出資（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行

（第三者割当増資）を行うことを決議いたしました。

１．発行する株式の種類及び数　

普通株式 4,980,300株

２．発行価額　 １株につき　金 51
円

　

３．発行価額の総額 253,995,300
円

　

４．増加する資本金及び資本準備金に関する事項

資本金 　　  １株につき  金 26円

　総額 129,487,800円

資本準備金   １株につき  金 25円

総額 124,507,500円

 ５．発行のスケジュール

申込期間　 平成20年８月28日

払込期日　 平成20年８月28日

６．割当先 共生ビジネス・パートナーズ㈱

７．資金使途　　　　自己資本の増強による財務体質の強化

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年10月６日

株式会社日本エル・シー・エー

取締役会　御中

アクティブ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　　洋　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 名和　道紀　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本エル・

シー・エーの平成20年５月21日から平成21年５月20日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年５月21日

から平成20年８月20日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本エル・シー・エー及び連結子会社の平成20年８月20日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報　

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結会計年度において4,834百万円の純損失及び618百万円のマイ

ナスの営業キャッシュ・フローを計上し、債務超過に陥った。当第１四半期連結会計期間においても287百万円の当四半期

純損失及び711百万円のマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、前連結会計年度に引続き1,012百万円の債務超過と

なっている。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

　当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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